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桜
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、桜
の
保

護
活
動
や
「
さ
く
ら
の
里
・
三
春
」

の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

随
時
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

の
で
、桜
が
好
き
な
方
、会
の
活
動

に
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
年
会
費　
５
０
０
円

※
町
内
の
桜
の
保
護
活
動
や
、町
内

　

外
に
桜
を
植
樹
す
る
な
ど
の
費

　

用
に
あ
て
て
い
ま
す
。

■

 

問 

三
春
さ
く
ら
の
会
事
務
局

　
（
自
然
観
察
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
内
）

　

☎
61
‐
１
５
４
６

小
学
生
親
子
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
教
室

開
催
！

　

三
春
町
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
協
会
で

は
、次
の
と
お
り
、小
学
生
親
子
ソ

フ
ト
テ
ニ
ス
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■

 

時 

６
月
８
日（
土
）〜
７
月
６
日（
土
）

　

午
前
９
時
〜
11
時

　
（
毎
週
土
曜
日
全
５
回
）

■■■■

 

所 

夕
陽
ヶ
丘
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

　
（
田
村
西
部
工
業
団
地
内
）

■■■■

 

対 

小
学
生
と
そ
の
保
護
者

　

男
女
計
10
組
程
度

　

※
子
ど
も
の
み
可

■■■■

 

￥ 

一
人
２
、０
０
０
円

　
（
ボ
ー
ル
代
、保
険
料
な
ど
）

■■■■

 

〆 

５
月
20
日
（
月
）

▼
そ
の
他

　

ラ
ケ
ッ
ト
を
お
持
ち
で
な
い
方
は

　

お
貸
し
し
ま
す
。運
動
の
で
き
る

　

服
装
で
お
い
で
く
だ
さ
い
。

 ■ 問・申込 

佐
久
間
和
守

　

☎
62
‐
５
５
８
２

　

三
春
町
観
光
ガ
イ
ド
の
会
は
、

町
内
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
や
名
所
旧

跡
、
文
化
財
等
の
案
内
を
と
お
し

て
、
三
春
町
の
歴
史
・
文
化
な
ど

を
紹
介
・
発
信
し
て
い
ま
す
。

　

あ
な
た
も
一
緒
に
三
春
町
の
魅

力
を
発
信
し
て
い
き
ま
せ
ん
か
？

　

興
味
の
あ
る
方
は
、
事
務
局
ま
で

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■

 

問 

三
春
町
観
光
ガ
イ
ド
の
会
事
務
局

　

 

（
三
春
ま
ち
づ
く
り
公
社
観
光
部
）

　

☎
62
‐
３
６
９
０

一
緒
に
「
さ
く
ら
の
里
・
三
春
」
を

Ｐ
Ｒ
し
ま
せ
ん
か

三
春
さ
く
ら
の
会
会
員
募
集
中
！

　
４
月
６
日
か
ら
14
日
に
か
け
て
、

滝
桜
に
て
観
光
案
内
な
ど
お
も
て

な
し
を
し
ま
し
た
。

　

三
春
さ
く
ら
の
会
で
は
、地
域
の

情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

広　
告　
欄

- 食品等の放射性物質（セシウム）検査結果 -
期間：2024（令和6）年1月5日～3月31日三春の里ベクレルセンター

区　分 総検体数 100ベクレル以下 100ベクレル超 最大値（ベクレル /㎏）
野　　菜 23

2
0
0
0
1
3
2
31

23
2
0
0
0
1
3
2
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0

※
豆　　類 ※
山　　菜 ※
き の こ ※
穀　　類 ※
果　　実 ※
加工食品 ※
そ の 他 ※
合　　計

※測定結果は、あくまでも参考であり、これを出荷および摂取
制限等の根拠とするものではありません。

※農家が生産し出荷している農産物は、県のモニタリング調査
で管理されており、基準値を超えるものが流通・販売される
ことはありません。

一般食品の基準値：100ベクレル/kg（平成24年 4月1日から）

◆三春の里ベクレルセンターは、公的認証機関ではないため、
簡易検査として実施しています。　

◆測定結果は町で記録・公表するほか、放射線対策のため国県
に提供します。

◆これらの検体は、個人が自家用に使用するためのものであり、
産地も必ずしも三春町であるとは限りません。

■食品中の放射性物質の傾向
〇山菜やきのこを除いて、ほとんどのものが20ベクレル/kg
（検出限界値）未満です。
〇きのこ類では、野生きのこが基準値を超えていることが多
いです。
〇一般食品の基準値は100ベクレル /kgです。基準値を超
えるものは摂食を控えた方が良いでしょう。

※ 検出限界値 20 ベクレル/ ㎏未満

問 住民課 生活環境グループ ☎ 62-2147
〈区分の例示〉
野　菜／キュウリ、ナス、ピーマン、ニンジン、タマネギ、等
豆　類／枝豆、シシトウ、インゲン等
山　菜／フキノトウ等

きのこ／サクラシメジ、ヒラタケ、シイタケ、ホウキタケ、コウタケ、マツタケ、シロシメジ、チャシメジ、ナメコ等
穀　類／玄米、白米、小麦粉等
果　実／キウイフルーツ、りんご、柿等
加工食品／干柿、梅干等　　　　　　　　その他／猪肉等

町の中での観光案内の様子町の中での観光案内の様子滝桜での観光案内の様子滝桜での観光案内の様子
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